
採用活動の強化につながる

企業の「わが社ならでは」の魅力を
ＰＲするショート動画（６０秒程度）の制作を支援します。

募集期間

令和７年５月１４日から令和７年７月３１日まで

応募要件

・にし阿波（美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町）に本社又は主たる事業所が存在すること。
・令和７年度内に、新卒又は中途採用の求人を行っている又は行う予定があること。
・県税の滞納がないこと。
・法令遵守上の問題を抱えていないこと。
・動画の制作について、国や自治体などから助成等を受けていないこと。
・事業の効果検証として徳島県が別途実施するアンケート（年２回予定）に協力できること。

募集企業数

応募方法

以下の全ての要件を満たす必要があります。

県ホームページ掲載の「にし阿波企業の魅力ＰＲ動画制作事業応募用紙」に
必要事項を記載の上、以下の問い合わせ先まで提出してください。
なお、応募にあたっては、本事業の募集要項をご確認の上、
期日までに応募用紙をご提出ください。

【問い合わせ先】
徳島県西部総合県民局 地域創生観光部＜美馬＞ にし阿波振興担当
TEL:0883-53-2396 E-mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp

(県HP)

にし阿波 企業 ＰＲ動画

期間延長しました！

（募集企業数の上限に達し次第、受付終了）

残り１０枠！ （※令和7年6月13日現在）


